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未来を拓くコーポレートコミュニケーション
第13回	 日本企業の統合報告書に関する事例調査結果（前編）
KPMGジャパン　統合報告アドバイザリーグループ　

パートナー　大槻　櫻子

多くの日本企業が統合報告への取組みに関心を寄せ、統合報告書を発行し始め
ています。2013年の92社を大きく上回り、2014年には142社が統合報告を発
行しました（ESGコミュニケーションフォーラム調べ）。
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループでは2014年に発行された上
記142社の統合報告書を対象に調査を行い、日本企業における統合報告の取組
みの状況を分析しました。今回は前編として、発行企業の属性や統合報告書の
形式面の調査結果に関する報告をします。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断り
しておきます。

 

【ポイント】
◦	�統合報告書発行企業142社のほとんどは東証一部上場の大規模企業であり、
様々な業種にまたがって広まっている。

◦	�統合報告書発行部門は各社まちまちであり、コーポレートコミュニケーショ
ンの戦略化とそれを担う組織のあり方に課題を持つ日本企業が多いことが
推測される。

◦	�多くの企業は従前のアニュアルレポートとCSR統合報告書を単に結合した
段階のレポートが多く、より充実した統合報告書への改善がこれからの日
本企業の課題である。

Ⅰ 事例調査の概要

1.	調査の背景と目的

2013年12月に国際統合報告評議会から国際統合報告フレー
ムワーク（以下「IIRCフレームワーク」という）が公表されま
した。これは統合報告書の作成実務に一定の方向性を与える
ものであり、さらなる進展が推測できます。ESGコミュニケー
ションフォーラムの調査によれば、2014年にアニュアルレポー
トとCSRレポートを統合させたような形態のものや、CSR報
告書を拡充したもの、さらには、IIRCのフレームワークを強
く意識したものなど、様々な形式ではあるものの、統合レポー

トを発行した日本企業は142社にまで増加しています。
また、日本版スチュワードシップコードや伊藤レポート、
コーポレートガバナンスコードが策定されるなど、企業の適切
な情報開示や投資家との対話の重要性が見直されていること
も、今後の統合報告、また、その成果である報告書の作成に
向けた背景として挙げられるでしょう。
KPMGジャパン統合報告アドバイザリーグループは、2014
年に発行された142社の統合報告書を対象として、統合報告書
を作成している企業群はどのような傾向にあるのか、作成され
た統合報告書はどのような内容なのかについて調査・分析し
ました。
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1.	 ESG コミュニケーションフォーラム「国内統合レポート発行企業リスト 2014 年版」
	 http://www.esgcf.com/archive/pdf/esgcf_reportlist_150107.pdf

2.	発行企業は上場企業なのか

発行企業の87%にあたる125社は東証一部に上場している
企業でした（図表2参照）。統合報告書が、主に財務的な資本
の提供者である株主や投資家を対象として作成されている点
を鑑みれば、上場企業を中心に取組みが広がっていることは
自然な流れと言えます。
スチュワードシップコードやコーポレートガバナンス・コー
ドの適用に伴い、今後も、ジャスダックやマザーズのような新
興市場に上場している企業を含め、より良い情報開示や投資
家との対話のための統合報告への取組みが拡大していくこと
が予想されます。

3.	発行企業の会社規模は

会社の規模を売上高で調査したところ、売上高1000億円以
上の企業が全体の85%を占めていました（図表3参照）。これ
は、比較的売上規模の大きい企業が統合報告書発行に取り組
んでいる現状を示しています。
そのうち、売上高1兆円以上の大規模会社は50社にも及ん
でいます。売上高1兆円以上の東証一部上場企業は約140社
（典拠：東証Webサイト）ですから、その3分の1以上にあたる
企業が統合報告書を発行していることになります。社内リソー
スに厚みがあることもさることながら、規模が大きく事業の複
雑性が高い企業ほど、統合報告への取組みの意義を見出して
いるのかもしれません。

2.	調査の方法

企業が公表するレポートが統合報告書であることを明確に
定義することは難しく、自身のレポートを統合報告書であると
自ら表明している企業はまだまだ少ない状況です。
そこで我々は、ESGコミュニケーションフォーラムが「国内
統合レポート発行企業リスト 2014年版」として公表1している
企業（全142社）のレポートを対象として分析を行いました。 

Ⅱ 事例調査の結果　発行企業の状況

1.	発行企業数はどのように推移しているか

2014年の統合報告書発行企業数は前年度の92社を50社上
回り、142社となりました（図表1参照）。2010年までは低水
準で推移していましたが、2011年あたりから増加し始めてい
ます。特に2014年は、2013年12月にIIRCフレームワークが
公表されたこともあり、統合報告書に取り組む企業が一気に
増えたことが推測されます。前述の統合報告書の普及を後押
しする動向等により、今後も発行企業数増加の傾向は続くと
予測できます。

図表1　発行企業数の推移
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図表3　発行企業数の売上規模

1千億円以上

85

5千億～1兆円未満
18社

1兆円以上
50社

非上場
7社

5百億円未満
9社

5百億～1千億円未満
5社

1千億～5千億円未満
53社

図表2　発行企業数の上場市場
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4.	発行企業の業種分布は

実に多くの業種にまたがり、企業が統合報告書に取り組ん
でいることがわかりました（図表4参照）。企業数としては、
電気機器の18社が最も多くなっていますが、東証一部の上場
企業数の規模との比率からすると、空運業（50％）や保険業
（43％）、医薬品業界（31％）において統合報告書への取組みが
活発であると言えるでしょう。
医薬品業界で取組みが活発な理由としては、これまでにも

パイプライン情報等で中長期的な研究開発の状況の開示が広
く行われていたこと、社会的責任に対する直接的な意義を定
義しやすいこと、ビジネスモデルがコングロマリット型の企業
よりも定義がしやすいことなどが挙げられると思われます。
空運業や保険業については、そもそも上場企業数が少ない
ことで割合が高くなっているのではないかと推定しています。
統合報告書を誰に読んでもらいたいか、何を伝えたいのか、
各社はそれぞれにおいて十分に検討していくことが大切です。
必ずしも業界内での発行状況等をみて、横並びを意識して導

図表4　発行企業数の業種と業界内比率
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図表5　統合報告書の発行部門
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入の検討を行う必要はありません。
ただ一方で、統合報告書が企業の中長期的な価値創造のプ
ロセスを株主や投資家に伝える本質をもつことから、医薬品
業界の例からもわかるように、業界特有の事情（たとえば、中
長期的観点で評価すべき多額の投資を必要とする、短期的な
結果が見えにくい、などの性質）に応じて、取組みに温度差が
出ることがあると言えるでしょう。

5.	統合報告書の発行部門は

広報部署が発行部門となっている企業が最も多いことがわ
かりますが、他にもIR部門、CSR部門が多く関与していると
見られる結果となっています。（図表5参照）
統合報告書がIR活動の一環と整理されている企業もあれば、
CSR報告活動の延長として取り組んでいる企業もあり、それ
らを取りまとめて広報部門が所管しているといるケースもあ
る、ということでしょう。統合報告書の発行後、運用が進んで
いく中で、各企業において、今後見直される可能性は高いと
思われます。
しかし、当調査結果について注目すべき点は別のところにも
あると考えています。結果をよく見ていただくとわかりますが、
企業内の組織のあり方があまりにも様々であることが見えてき
えます。
広報とIRが一体になっている場合、CSRとIRが一体になっ
ている場合、経営管理部門にCSRが含まれている部門など、
企業ごとに多様な組織体系があることがわかります。
これは統合報告書の対応にかかわる課題ではなく、コーポ
レートコミュニケーションのあり方と、それを支える組織のあ
りようが十分に整っていない日本企業が多いことが原因ではな
いかと分析しています。企業が作成する様々なレポートや文

書類が、過去の経緯のもとに各所管部門によってばらばらに
作成されている状況をそのまま踏襲して、統合報告書を発行
している状況なのではないでしょうか。
統合報告書のような紙媒体やメディアを通したコミュニケー
ションだけでなく、Webやソーシャルネットワークなど様々な
コミュニケーション手法が登場し、かつ、ステークホルダーが
多様に存在する中で、統合報告はますます機能組織横断的な
対応が必要となっていくことが予想されます。企業内外のス
テークホルダーを特定し、それぞれに対してどのように情報発
信して対話を行っていくのか、戦略性をもってコーポレートコ
ミュニケーションを実践すること、そしてそれらを担う組織の
あり方を整理していくことが、日本企業の今後の課題であると
考えています。

Ⅲ 事例調査の結果　統合報告書の状況
（形式編）

1.	統合報告書の名称は

統合報告書の名称は、「会社名＋レポート」が48社、「アニュ
アルレポート」が45社となっており、これらが大半を占めてい
ます（図表6参照）。
一方で、「統合報告書」や「統合レポート」といったような、

「統合」という言葉を含む名称も15社あります。2013年の調査
では「統合」を含む名称は4社でしたので、2014年になって着
実に増えてきています。これは開示している内容やメッセージ
が統合報告に基づくと直接的に伝えようとして、名称を変更
した企業が増えていることが推測されます。
読み手にとっても、「年次報告書」だと特段気にとめること

図表6　統合報告書の名称
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もないが、「統合報告書」という名称だと、新たな興味を持ち
読みたくなるような魅力のある名称となっているのかもしれま
せん。だからこそ、内容面で財務情報と非財務情報の「統合」
度、結合された内容がより求められていくのだと覚悟したいも
のです。

2.	IIRCフレームワークに関して言及しているか

2013年12月に公表されたIIRCフレームワークを「参照」し
ている旨を統合報告書に記載している企業は、全体の4分の1
でした（図表7参照）。さらに踏み込んで、フレームワークに
「準拠」している旨を記載した企業は1社となっています。
しかし、2014年のレポートを分析すると、実際はかなり多
くの企業がIIRCフレームワークの影響を大きく受けているこ
とがわかります。価値創造というキーワードや6つの資本の概
念、ビジネスモデルなど、IIRCフレームワークの基礎概念や
内容要素がレポートの随所に見られるからです。この点を考
慮すると、来年はもう少し「参照」または「準拠」している旨
を記載する企業は増えてくるのではないかと予想しています。
「参照」している旨を記載することに関しては特に制約はな
いと思われますが、「準拠」している旨を記載するためには
IIRCフレームワークが定める要求事項を適用していることが
求められる点には配慮が必要です。

3.	統合報告書のボリュームは

統合報告書はどれくらいのボリュームで作成したらよいの
か、伝えたい多くの要素を盛り込もうとすると大幅に分厚くな
るのではないか、と気になるところでしょう。
調査の結果、全体平均は71ページでした（図表8参照）。し
かし、「31-60ページ」に収めている企業が最も多く、約半数の
企業が60ページ以下で作成していることがわかりました。

これは、財務報告を目的とした有価証券報告書が平均的に
150ページ程度あることから比べても、かなり少なくなってい
ると言えるでしょう。各社が、読み手にとって読みやすく、よ
り簡潔にメッセージを伝える工夫の表れと考えます。
一方で、ページ数が多い企業では、財務諸表の注記情報も
統合報告書に掲載しているケースがほとんどでした。注記情
報の掲載をせずにページ数を少なくするか、注記も掲載して
財務情報をより充実させるか、は企業の判断が分かれるとこ
ろです。
ちなみに、ページ数が少なく簡潔なレポートを作成している
企業の多くは、より詳しい情報を求める読み手に配慮して、関
連情報のリンクを紹介するなどの工夫を行っています。

4.	統合報告書はどの言語で伝えるか

ほとんどの企業が日本語だけでなく、英語版も作成していま
す（図表9参照）。

図表7　IIRCフレームワークを参照している旨の記載

26%

図表8　統合報告書のページ数

平均
31～60ページ

42%

ページ

30ページ以下
8%

121ページ以上
11%

90～120ページ
13%

61～90ページ
26%

 

71

図表9　統合報告書の言語
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従来、CSR報告書については、日本語版と英語版で作成し
ている企業がほとんどでしたが、アニュアルレポートについて
は、海外投資家を読み手と想定し英語版のみを作成している
企業も多く存在しました。これが、統合報告書の発行に伴い、
既存の開示媒体にはない新たな情報を記載することなどによ
り、従来のアニュアルレポートのように英語版のみ作成するこ
とは、日本語による開示媒体との情報格差が生じるために両
方の言語で作成している企業が多くなっていると考えられま
す。
なお、これ以外に中国語、韓国語等、3つの言語に対して対
応している企業もいくつか見られました。
株主や投資家にとどまらず従業員やビジネスパートナーをも
統合報告書のターゲットとする場合には、自社のグローバル
展開の状況を踏まえた言語対応を進めていると思われます。
統合報告書作成にあたり、誰を読み手とするのかの事前の
検討がとても大切です。そうすれば、どの言語で作成すべき
かが決定でき、経営者の本当に伝えたいことが距離や国境を
越えた伝達につながると期待できます。

5.	統合報告書はいつ発行するか

日本語版は、多くの会社が決算日後4～ 5ヵ月後に発行し
ています（図表10左グラフ参照）。3月決算の会社であれば、7
～ 8月での発行です。別の言い方をすれば、株主総会の1～
2ヵ月後には発行されているということです。
統合報告書は決算説明資料等と比べて適時性が最優先では
ないものの、なるべく早く発行しよう、とのスタンスをとって
いる企業が多いということでしょう。
原稿作成実務面では、財務情報は比較的早く入手すること
ができるものの、環境・安全のデータの準備に時間を要する
状況が、多くの企業でみられる傾向です。また、株主総会で
承認されたガバナンス・経営体制を前提としてレポートが作
成されるために、この時期とならざるを得ない現状もあると思
われます。
一方、英語版の発行は日本語版と同時である企業が最も多
くなっています（図表10右グラフ参照）。海外に向けても同タ

イミングでメッセージが発信できるメリットが大きいために、
同時発行を目指している企業が多いと考えられます。
翻訳に必要な時間等のために同時発行が難しい場合でも、
海外投資家向けIR説明のスケジュールを念頭に、発行時期を
決定していくことが重要です。

6.	なおもCSR報告書を作成するか

最後に、統合報告書を発行した企業が、CSR報告書を発行
し続けているのかどうか、について触れたいと思います。
調査の結果、CSR報告書を発行していない企業が非常に多
く、77％になることがわかりました（図表11参照）。統合報告
書発行を機に、開示媒体を整理して統合報告書に一本化した
企業が多いとみられます。統合報告書をきっかけに、複雑で
わかりにくかった企業の開示体系が整理された結果とみられ
ます。
しかし一方で、従前のCSR報告書のほとんどの情報を、そ

図表11　CSR報告書の発行

発行なし
77%

統合報告書の
詳細版を発行

1%

CSRデータブック
を発行

4%

CSR報告書を
別途発行

18%

図表10　統合報告書の発行時期
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月後
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月後 不明 同時 1ヵ

月後
2ヵ
月後

3ヵ
月後

4ヵ
月後 不明

37社

［日本語版］決算日後、何ヵ月で発行しているか？ ［英語版］日本語版の何ヵ月後に発行しているか？

36社

17社

12社
14社

18社

29社

55社

27社

4社 4社 4社 4社 2社



7

© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

KPMG Insight  Vol. 11 / Mar. 2015

経営トピック①

のままに含んだレポートも多くあることがわかりました。こ
れは、企業が価値を創造するその取組みについて、財務情報
と非財務情報を関連づけて記載されるべきであるところ、財
務情報の報告書とCSR報告書を単に結合しただけの段階のレ
ポートが多いということです。
財務情報と非財務情報をより統合的に、より簡潔にわかりや
すく、ターゲットを絞って統合報告書が作成されるようになれ
ば、統合報告書として充実する一方、これまでCSR報告書を
通じて提供してきた豊富な関連情報や、幅広いステークホル
ダーへの説明等を充足する役割を果たせなくなります。した
がって、別冊としての位置付けでCSR報告書やデータブック
などで補足する必要性も出てくるのでしょう。

Ⅳ おわりに

日本企業の統合報告書はまだまだ発展途上にあると言えま
す。ただ、多くの企業が統合報告の取組みに関心を寄せ、自
らの開示のあり方を考え始めている状況だと思います。
まずは複数の報告書を一体化するところから始めた企業も、
2年目、3年目を迎えるにあたり、自社にとっての統合報告の
目的を今一度見直し、より良い統合報告の取組みに向け幅広
い検討を行う段階にあります。これは、統合報告への取組み
が一定の効果を企業にもたらし、社会的な要請の中で、企業
価値の向上への施策の推進とも言えるのではないでしょうか。
当調査結果がその一助となれば幸いです。
統合報告書の質向上のためには、経営戦略に基づくビジネ
スモデルの明確化やガバナンス体制の拡充など、内容要素面
の根本となる取組みも不可欠です。KPMGジャパン統合報告
アドバイザリーグループでは、本調査に続き、内容要素面に
関する事例調査と分析を実施中であり、「日本企業の統合報告
書に関する事例調査結果（後編）」として公表する予定です。
ご期待ください。
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未来を拓くコーポレートコミュニケーション 
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合報告」 

（KPMG Insight　Vol.8/Sep 2014）
「第 11 回　Integrated Business に向かって　第 4 回 IIRC
年次総会の報告」 

（KPMG Insight　Vol.9/Nov 2014）
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KPMG ジャパン
統合報告アドバイザリーグループ

統合報告に代表される戦略的企業開示に対する要請の高ま
りに対応していくために、KPMG ジャパンは、統合報告ア
ドバイザリーグループを設け、グループ全体で戦略的開示
の実現に向けて取組みを支援するための体制を構築してい
ます。KPMG が長年にわたり企業の情報開示のあり方に
ついて続けてきた研究や実務経験を活かしながら、統合報
告の実践に関する支援をはじめ、企業情報の開示プロセス
の再構築支援などのアドバイザリーサービスを提供してい 
ます。

www.kpmg.com/jp/integrated-reporting/

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMG ジャパン
統合報告アドバイザリーグループ
TEL: 03-3548-5106（代表電話）
integrated-reporting@jp.kpmg.com
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